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消
防
署
で
は
、1
月
10
日
㈬

ま
で
、年
始
火
災
特
別
警
戒
を

実
施
し
ま
す
。

　
空
気
が
乾
燥
し
、火
災
の
発

生
し
や
す
い
時
季
と
な
り
ま

す
。
暖
房
器
具
や
火
気
を
使

用
す
る
機
会
が
増
え
る
こ
と

か
ら
今
一
度
身
の
周
り
の
火
の
元
の
点
検
を
行
い
、新

年
を
明
る
く
お
過
ご
し
下
さ
い
。

　

期
間
中
は
広
報
パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
を
行
い
、防
火

意
識
の
高
揚
、火
災
予
防
の
徹
底
を
図
り
火
災
ゼ
ロ

を
め
ざ
し
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問  

（市）
消
防
署
警
防
課　
☎
８
９
‐
０
１
７
２

　
下
水
道
に
異
物
が
混
入
す
る
と
排
水
管

の
つ
ま
り
や
ポ
ン
プ
の
故
障
の
原
因
と
な

り
ま
す
。
下
水
道
に
異
物
を
流
さ
な
い
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。
特
に
次
の
も
の
は
流

さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・廃
油･

野
菜
く
ず･

残
飯・ガ
ム

・紙
お
む
つ･

生
理
用
品

・せ
っ
け
ん
の
破
片･

排
水
口
に

溜
ま
っ
た
毛
髪

･ 

下
着･

タ
オ
ル・テ
ィ
ッ
シ
ュ

ペ
ー
パ
ー
な
ど

問  

（市）
下
水
道
課
下
水
道
管
理
係

70
周
年
を
周
知
し
、お
祝
い
す
る
機
運

を
醸
成
す
る
た
め
、市
制
70
周
年
記
念
ロ

ゴ
マ
ー
ク
を
募
集
し
、投
票
に
よ
り
決
定

し
ま
し
た
。

ロ
ゴ
マ
ー
ク
は
、遵
守
事
項
を
守
り
、

市
民
の
皆
さ
ん
や
事
業
者
の
方
々
な
ど
、

ど
な
た
で
も
無
料
で
使
用
で
き
ま
す
。

▼
決
定
し
た
ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
コ
ン
セ
プ
ト

『
7
』を
全
国
的
に
有
名
な「
三
木
金

物
」か
ら
ノ
コ
ギ
リ
型
に
デ
ザ
イ
ン
し
、

『
0
』の「
ゴ
ル
フ
」ボ
ー
ル
図
案
に
市
民

の
笑
顔
を
配
し
、70
周
年
を
祝
う
様
子

を
表
現
し
ま
し
た
。
山
田
錦（
酒
米
）の

主
生
産
地
で
あ
る
こ
と
か
ら「
稲
穂
」を

表
し
て
い
ま
す
。
全
体
的
に
明
る
い
配

色
で
周
年
記
念
を
お
祝
い
す
る
機
運
が

高
ま
る
よ
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

問  

（市）
企
画
政
策
課
企
画
政
策
係

　
「
文
化
財
防
火
デ
ー
」は
、文

化
財
を
火
災
か
ら
守
り
、後
世

へ
と
大
切
に
引
き
継
ぐ
た
め
、

地
元
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
得

て
、吉
川
地
区
消
防
団
と
連
携

し
た
消
防
訓
練
を
実
施
し
ま

す
。

▼
日
時

1
月
21
日
㈰
午
前
9
時
30
分
〜

▼
場
所

姑
射
山
東
光
寺（
吉
川
町
福
吉
）

問  

（市）
消
防
署
警
防
課　
☎
8
9
‐
0
1
7
2

　

物
価
高
騰
に
よ
る
負
担
増
を
踏
ま
え
、特
に
家
計

へ
の
影
響
が
大
き
い
低
所
得
世
帯（
住
民
税
非
課
税

世
帯
）に
対
し
て
、１
世
帯
あ
た
り
７
万
円（
口
座
振

込
）を
追
加
支
給
し
ま
す
。

▼
対
象

　

令
和
5
年
12
月
１
日（
基
準
日
）に
お
い
て
、三

木
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、世
帯
全
員
の
令
和
５

年
度
分
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯
。

た
だ
し
、住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
に
世
帯

全
員
が
扶
養
さ
れ
て
い
る
場
合
は
対
象
外
。

▼
申
請
方
法

支
給
の
お
知
ら
せ
、も
し
く
は
確
認
書
を
順
次

送
付
し
ま
す
。
支
給
の
お
知
ら
せ
の
内
容
に
変
更

が
な
い
場
合
は
、手
続
き
は
不
要
で
す
。
確
認
書

の
場
合
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。
ま
た
、令
和
５

年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し
た
方
が
い
る
非
課
税

世
帯
、税
の
修
正
申
告
な
ど
に
よ
り
、非
課
税
世

帯
と
な
っ
た
世
帯
は
、申
請
が
必
要
で
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、順
次
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
ま
す
。

▼
申
請
期
限

３
月
29
日
(金)（
必
着
）

問・申
請

(市)
非
課
税
世
帯
特
別
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
8
6
‐
9
9
5
5

年
始
火
災
特
別
警
戒
を
実
施

下
水
道
に
異
物
を
流
さ
な
い
で
！

市
制
70
周
年
記
念
ロ
ゴ
マ
ー
ク
が
決
定

１
月
26
日
は
文
化
財
防
火
デ
ー

住
民
税
非
課
税
世
帯
に

7
万
円
を
支
給

消防

下水道 市制
70周年

消防 物価高騰
対策

▲ 詳しくは
こちら
▲ 詳しくは
　こちら

▲ ひとり親世帯
向けについて

▲ ひとり親世帯
以外の低所得
の子育て世帯
向けについて

　
昨
今
の
物
価
・
エ
ネ
ル
ギ
―
価
格
の
高

騰
の
影
響
が
長
期
化
し
て
い
る
状
況
を
踏

ま
え
、低
所
得
の
子
育
て
世
帯
や
高
校
生

な
ど
の
児
童
が
い
る
世
帯
に
対
し
て
生
活

の
支
援
を
す
る
た
め
、給
付
金
を
支
給
し

て
い
ま
す
。

●
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

▼
支
給
額

児
童
1
人
あ
た
り
5
万
円

　

対
象
や
申
請
方
法
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限

2
月
29
日
㈭

●
高
校
生
等
世
帯
応
援
給
付
金

▼
支
給
額

児
童
1
人
あ
た
り
3
万
円

▼
対
象

　

平
成
17
年
4
月
2
日
〜
平
成
20
年

4
月
1
日
生
ま
れ
の
児
童
で
、児
童
・

保
護
者
と
も
に
申
請
日
に
三
木
市
に
住

民
登
録
が
あ
る
世
帯（
学
校
な
ど
へ
の

在
学
の
有
無
、所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ

ん
）。

▼
申
請
方
法

　
対
象
世
帯
に
は
、令
和
5
年
10
月
30

日
付
で
お
知
ら
せ
と
申
請
書
を
送
付
し

て
い
ま
す
。
給
付
金
の
支
給
を
希
望
す

る
方
は
、申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、必
要
書
類
を
郵
送
ま
た
は
窓
口
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限

2
月
29
日
㈭

問・申
請

・(市)
子
育
て
支
援
課
児
童
福
祉
係

・(市)
吉
川
支
所
市
民
生
活
課

お
済
み
で
す
か
？
子
育
て
世
帯
・
高
校
生
が
い
る
世

帯
な
ど
の
給
付
申
請
は
2
月
29
日
ま
で

物価高
騰対策

市役所・吉川支所は1月4日㈭から開庁します。

健　
　
康

相　
　
談

人
権
の
目

教
室・講
座

募
集・採
用

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

催　
　
し

教
室・講
座

子
育
て

施　
　
設

みっきぃナビみっきぃナビ
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